
 

 

第 9 回新千里東町地域自治協議会理事会 議事録 

日 時 2020 年 1 月 19 日（日）10 時～11 時 55 分 

場 所 新千里東町会館 2 階集会室 

出席者 理事 総数 19 名中、出席者 13 名 

   勝久、岡本（以上副会長）、田村（会計）、藤岡（書記）、 

   永尾、埜口、園田、日髙、河村、清水、田尻（代理）、原、寺村 

   （欠席：小川、花城、奥田、北島、森川、阿部） 

 監事：（欠席；植田・赤井）、相談役：（欠席；東丘小校長・大森） 

 
事務局：玉富、傍聴：２名 

オブザーバー：村上（豊中市） 

 

議事 

１．中国自動車道（吹田 JCT～中国池田 IC間）リニューアル工事計画概要ついて 

  NEXCO 西日本関西支社阪神改築工事事務所豊中工事区の澤村工事長から、リニューアル工

事の概要について説明を受けました。 （配付資料は最終決定資料ではないため、理事会限

り。） 

  説明の概要は、以下のとおり。 

  ①今回の工事は、新築から 50 年を経過した吹田 JCT～中国池田 IC 間について、橋梁の更

新を行うもの 

  ②この区間については、工期を短縮するという観点で、上下線を通行止めにして施工する。 

  ③新御堂筋上の橋梁工事については、令和２年６月に、２～３週間通行止めにして実施する

予定。 → これだけ大規模な交通規制は初めてのことなので、交通規制の影響を見る期

間とし、この結果を踏まえて交通規制の方法等を再検討する予定。 

  ④島熊山以西、中国池田ＩＣ以東の区間の橋梁工事は、令和３～４年度に各年度３回（合計

６回）に亘り、連続 35 日間通行止めにして、実施する予定。なお、通行止めの期間は、

繁忙期を避け、５月下旬～、８月下旬～、１月下旬～の３回を想定している。 

  ⑤新御堂筋上の橋梁の更新は、新御堂筋を通行止め（夜間工事）にして実施するが、本線と

側道を同時に通行止めにしないよう実施する。このため、側道から本線に迂回できるよう

にするための準備工事を２月以降に実施する。 

  ⑥大規模な通行止めなので、名神高速道路のリニューアル工事以上の広報やう回路の周知を

行うことにしている。 

  以上の説明に対して、以下のような質疑があった。 

  【問】 住民への周知に当たっては、工事の全体計画を示して貰いたい。 

  【答】 数年先の工事は、発注が行われていない段階なので、確定的なことは申し上げられ

ないが、可能な限りお示しするようにしたい。 

  【問】 住民説明会は開催しないのか？ 

  【答】 リニューアル工事では開催したことがないが、ご希望があれば開催することはでき

る。 

  【問】 バスやトラックなどの営業用の車両に関しては、事業者団体を通じて、工事計画や

う回路の周知を効果的に行うことができると思うが、個人の乗用車に関しては有効な



 

 

手立てが少ないと思う。住宅地の生活道路への侵入を防ぐ意味でも、効果的な工法を

お願いしたい。 

  【答】 ご指摘の点については、十分、認識している。住宅地の生活道路への迂回車両の進

入を防止するよう、手を尽くしていく。 

  【問】 リニューアル工事そのものに関しては、生活環境への影響はほとんどないと思うが、

迂回車両が住宅地に侵入する事態になれば、対策をお願いすることになるので、よろ

しくお願いしたい。 

２．前回議事録の確認 

  2019 年度第 8 回理事会議事録について確認し、原案のとおり承認されました。 

  （注）次の１箇所のみ修正有。資料ｐ３の下から８行目： 

    ＜誤＞統一的な使用を定めて置き → ＜正＞統一的な仕様を定めて置き 

 

３．委員会報告 

１）防災委員会は、12月18日に委員会を開催し、11 月に実施した防災訓練の振り返りを行い、

以下のような意見や参加者の要望が・提言が紹介されました。 

  ①途中で帰る人が多いので、訓練の最後に、主催者の挨拶や消防署の講評を聞けるような訓

練の運営を検討してはどうか。 

  ②訓練の開催日は、小学生や中学生が参加しやすく、幼稚園等の行事がない、11月第３日

曜日の午後がベストではないか。 

  ③体育館への入館経路は、車いすによる入館を考慮して、バリアフリーの経路にして欲しい。 

  ④避難所運営では勿論のこと、ペットを連れての訓練参加も、想定しておいて欲しい。 

  防災無線放送は、各マンションからは殆ど聞き取れなかったとの報告があり、この状況は危

機管理課にお伝えすることにしました。 

  また、「家庭での防災対策に関するアンケート」には 691 件の回答があり（回収率 17.4％）、

家庭における備蓄状況や家具の転倒防止対策、家族の安否確認方法など、各家庭の災害への

備えについて状況が明らかになりました。 

  このほか、今年度の備蓄品購入について、シャベル等の資機材や拡声器など６品目の購入を

計画し、委員会で承認を得ました。なお、購入計画は、理事会でも承認を得ました。 

２）広報委員会は、12月19日に委員会を開催し、広報誌作成に当たりその役割やタイトル案、

次年度の発行に向けての仕組みづくりについて検討しました。 

  また、協議会のWebサイトをリニューアルするに当たり、持たせるべき機能等について検

討しました。 

  さらに、地域の人が広報誌に求める情報に関して、東丘小学校 PTA やコラボ転勤族カフェ

で実施したアンケートの集計を行いました。 

  なお、広報誌の作成メンバーを募集した結果、地域住民より応募があった２名と雑誌編集の

経験者が 2名加わり、17 日に顔合わせの打合せを行いました。 

  以上の説明に対し、以下のような質疑がありました。 

  【問】 ひがしおかの位置付けや考え方はどのようになっているか？ 

  【答】 ひがしおかにも、引続き出稿する予定。ひがしおかと新しい広報誌の役割は、別個

のものです。 



 

 

  【問】 ひがしおかの小中学校のページでは、学校に関する情報で地域の人にも知って欲し

い内容を掲載している。この上で、新しい広報誌でも小中学校と連携するとは、何を

言っているのか？ 

  【答】 新しい広報誌では、小学校や中学校の中の情報を発信するつもりではなく、児童や

生徒あるいはその保護者が求めている情報を発信することを考えている。また、小学

生等に記者として取材や記事の作成をして貰うことを考えている。 

  【意】 ひがしおかと新しい広報誌を２重で発行するのは、如何なものか？ひがしおかの記

事を充実させれば、良いのではないか？ 

  【意】 ひがしおかの協議会のページを、１ページから３ページに増やすことも可能。この

スペースに、新たな広報誌の内容を盛り込めばよいのではないか？ 

      広報誌を二重に発行すれば、経費も余計にかかるし、人手も余計にかかる。 

  【意】 他の校区の人から東町が羨ましがられるのは、４団体が共同して年６回発行可能で

あること。団体ごとに広報誌を発行している地域では、各団体の広報誌発行回数は２

回／年であり、内容も役員の挨拶と決算報告位しか掲載できない。ひがしおかでは、

行事の開催予定や開催結果も掲載できる。 

３）東町会館運営委員会は、1 月 6 日に開催し、豊中市から示された新地区会館外観パースにつ

いて、３種類２色調の６案を 1月 26日のワークショップに提示することで合意しました。

また、長谷工が独自に検討した外観デザインも、併せて提示することとしました。 

  また、豊中市から提示されたオープンスペースサンプル図について、説明を受けました。こ

の中で、維持管理の面から、湾曲デザインや地面の隆起は不可であり、また、緑化率25％

は必須の要件である旨の説明がありました。 

  さらに、1 月 26 日に開催する最終回のワークショップの進め方を確認しました。 

  （ワークショップのチラシは、全戸配布済。協議会の理事の皆様の出席について働きかけが

ありました。） 

  なお、利用率の低い調理室と相談室に関しては、流し台付きの小規模集会室として整備し、

なんでも相談と給食の日は最優先で予約できることとしました。 

  また、会館使用料について、「5 時間以上使用の場合は 5 時間分」とされている規定を廃止

することとし、規定の改正と該当する利用者への周知を行うこととしました。 

 

４．キャンドルロードふりかえり会の報告 

  10 月に開催した東町キャンドルロードの振り返り会を、12月20日に開催しました。 

  東町の各種団体をはじめ、小・中学校、商店会、企業、学生ボランティアなど 30 を超える

団体・個人の参加・協力・協賛があり、東町の行事として定着してきています。 

  参加団体内での引継ぎや来場者の安全対策などを、次年度に向けての課題として検討してい

くことを確認しました。 

 

５．東町におけるスタンダードルールに関するアンケート報告 

  環境委員会が実施した「東町におけるスタンダードルールに関するアンケート」へのご協力

ありがとうございました。現時点で 506 件の回答が寄せられています（うち 101 件が QR コ

ードによるもの）。環境委員会で取りまとめを行い、次回の理事会で結果を報告します。 

  なお、回答期限は過ぎていますが、回答を希望される場合は受付しますので、未回答の人は



 

 

よろしくお願いします 

 

６. 規約改正案の確認 

  地域自治協議会の規約改正について、前回の理事会で配布した改正案に対して、更なる改正

箇所の有無を各理事に確認したところ、特に意見はありませんでした。 

  改正箇所は、次のとおりです。 

  ①事務所の位置の修正（第３条） 

   ・豊中市立東丘小学校内コミュニティルーム（豊中市新千里東町３－１－１） 

    →東町近隣センター内東町交流室（豊中市新千里東町３－６－１１７） 

  ②代議員対象団体一覧の修正（別表１） 

   ・ジオメゾン新千里東町自治会→ジオメゾン新千里東町（自治会解散に伴う措置） 

   ・シエリアタワー千里中央の追加（マンションの新築） 

   ・東丘こども園の追加（こども園の園長は復帰の意向を示されていますが、詳細について

は今後面談のうえ決定） → 前回から追加 

   ・校区健康づくり推進員会と千里グッズの会の削除（団体が非存在） 

  ③理事会理事対象団体一覧の修正（別表２） 

   ・ジオメゾン新千里東町自治会→ジオメゾン新千里東町（自治会解散に伴う措置） 

   ・シエリアタワー千里中央の追加（マンションの新築） 

  本件については、次回の定期総会において改正案を提案します。 

 

７. 赤い羽根共同募金完了／不用品処分完了の報告 

  赤い羽根共同募金の募金額 384,859 円の入金が完了しました。ご協力ありがとうございま

した。なお、各マンション選出の理事の皆様方には、各マンションの自治会長または管理組合

理事長宛てにお礼状を配付しましたので、ご確認をお願いします。（この場にて訂正） 

  また、東丘小学校内に保管されていた不用品（屋外ステージ用木材等）の処分を、12 月 26

日に行いました。費用は 30,800 円で、夏まつり特別会計から支出します。 

 

８. その他 

１）工事のお知らせ 4 件を、配付しました。各マンションでの周知を、お願いします。 

  ①新千里東町団地先工区建設工事 工事新聞 №14 

  ②（仮称）新千里東町近隣センター地区第一種市街地再開発事業 東地区新築工事 1 月度

工程表 

  ③北大阪急行線の延伸事業のうち土木工事 2020 年 2～4 月の換気所工事について 

  ④外構工事について（鳥辺医院） 

２）公民分館から、1 月 26 日（日）に東丘小学校でかるた大会を開催する旨のお知らせがあり

ました。（昨年は、インフルエンザ流行の影響で中止。チラシは配布済） 

  また、東丘小学校体育施設開放運営委員会では、主に東丘小学校区内の住民で構成されてい

る地域活動を行っている団体であって、東丘小学校の校庭や体育館を平日の夜間又は土曜・

休日に定期的に利用することを希望する団体を対象にして、1 回／年、利用申し込みを受け

付けています。新規の利用を希望する団体は、1 月 31 日までに、東丘小学校の教頭先生に

申し出て下さい。なお、お知らせは町内の掲示板にのみ掲示します。また、2 月に利用日程



 

 

の調整会議を開催します。 

３）校区福祉委員会から、2 月 2 日に開催される豊中マンションサミット交流会のチラシが配布

されました。参加を希望する方は、主催者まで申し込みをしてください。 

４）防犯東丘支部から、12 月 27～29 日に開催した合同パトロールが終了した旨、報告があり

ました。また、防災委員会が提供したわかめご飯を参加者に配布した旨、併せて報告があり

ました。 

５）シティハウス千里中央管理組合から、東町公園内の植栽により一部住戸で日照がほとんど当

たらないという課題に対して、協議会経由で豊中市に要望書を提出したところ、剪定ルール

について合意が得られ、1 月末～2 月初めに剪定が行われる運びになった旨、報告がありま

した。 

６）2 月の理事会は、2 月 16 日（日）10 時から新千里東町会館で開催します。 

以上 


